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調査の目的
l 

学校統合による学校規模の適正化や、統合が困難な小規模校における教育の活性化

など、各都道府県・市区町村教育委員会における少子化に対応した取組の状況など

について調査を行い、少子化・人口減少時代に対応した活力ある学校づくりに関す

る施策の検討に活用する。

調査の対象

全都道府県教育委員会

全市区町村教育委員会及び一部事務組合、広域連合

調査時点

全都道府県教育委員会 (47) 令和 3年10月14日
全市区町村教育委員会等 (1752) 令和 3年 7月26日

主な調査事項 I
【都道府県】

0域内市区町村の学校規模適正化に関する課題認識

0市区町村に対する支援

0国からの支援の要望

【市区町村】

0学校規模の現状

0学校規模の基準

0学校の適正規模に関する認識、課題解消に向けた検討状況

0学校の適正規模について課題解消に向けた検討に着手している自治体の割合

（都道府県別）
0新学習指導要領実施への課題

0小規模校への対応

0過大規模校への対応

0二地域居住・ワーケーションヘの対応

0国からの支援の要望
0都道府県からの支援の要望

【市区町村における過去 3年間の統合事例】

0統合事例の有無

0統合事例の内訳

0統合前後での学校規模等の変化
0統合に伴う通学手段の変化

0統合に伴う施設整備
0統合に伴う費用

0統合に伴う人的整備
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| 目次 | 

都道府県調査
1 域内の市区町村における学校規模適正化に関する現状認識【 2】

2 市区町村が学校規模の適正化を図る上での課題や懸念【 2】

3-(1)市区町村の学校規模適正化の取組への支援【 3】

3-(2)市区町村への支援の具体的取組【 3】

4-(1)市区町村の小規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための取

組への積極的な支援【4】

4-(2)市区町村への支援の具体的取組【4】

5-(1)市区町村の過大規模校への対応に対する積極的な支援【 5】

5-(2)市区町村への支援の具体的取組【 5】

6 学校規模の適正化等について国からの支援の要望【 6】

市区町村調査 市区町村（一部事務組合、広域連合を含む）

学校規模の現状【 8】

市区町村で独自に定めている学校規模等の基準【 8】

市区町村で独自に定めている学校規模等の基準学級数【 9】

域内の学校の適正規模に関する認識【 9】

一部地域に過小規模の学校があるが、統合の対象となり得る学校がない理由【 】

課題を認識している市区町村の課題解消に向けた検討状況【 】

課題を認識しており、課題の解決に向けた検討に着手（予定も含む）してい

るもしくは、検討が完了し方針・計画が策定されていると回答した自治体の

割合（都道府県別） 【 】

学校規模の適正化を図る上での課題や懸念【 】

新学習指導要領実施に当たっての課題【 】

域内における小規模校の有無【 】

小規模校のメリットを最大化させる取組【 】

小規模校のメリットを最大化させる具体的取組【 】

小規模校のデメリットを最小化させる取組【 】

小規模校のデメリットを最小化させる具体的取組【 】

域内における過大規模校の有無【 】

過大規模校への対応【 】

二地域居住・ワーケーションヘの対応【 】

学校規模の適正化等について国からの支援の要望【 】

学校規模の適正化について都道府県からの支援の要望【 】
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小規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための都道府県から

の支援の要望【 】

大規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための都道府県から

の支援の要望【 】

統合事例調査（過去3年間） 件

平成 令和元年度、令和 2年度及び平成 年度における統合事例の有無【 】

統合して開校した年度【 】

統合の基本的な形態【 】

統合の形態【 】

統合前後の学校における学級数（統合前） 【 】

統合前後の学校における学級数（統合後） 【 】

統合前後の学校における特別支援学級数（統合前） 【 】

統合前後の学校における特別支援学級数（統合後） 【 】

統合前後の学校における児童生徒数（統合前） 【 】

統合前後の学校における児童生徒数（統合後） 【 】

統合に伴う通学手段の変化【 】

統合後の通学時間が最も長い児童の通学時間及び距離小学校【 】

統合後の通学時間が最も長い生徒の通学時間及び距離中学校【 】

統合後の通学時間が最も長い児童生徒の通学時間及び距離義務教育学校【 】

統合後の学校の設置場所【 】

統合に伴い実施した施設整備の状況【 】

統合に伴い、多額の費用を要したもの、統合前後を比較して大幅に費用の変

動が生じたもの【 】

統合前後における教職員の人数の変動小学校 2校の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動小学校 3校の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動小学校 4校以上の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動中学校 2校の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動中学校 3校の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動中学校 4校以上の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動義務教育学校小 1中1の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動義務教育学校小2中1の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動義務教育学校小3中1の統合【 】

統合前後における教職員の人数の変動義務教育学校小2中2の統合【 】

※グラフは数値を小数第一位で四捨五入しているため、合計値が100％にならない場合があります。





都道府県調査
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I域内の市区町村における学校規模適正化に関する現状認識 I 

学校規模の適正化はすべての市区町村に
おいて検討課題である

学校規模の適正化は半分以上の市区町村に
おいて検討課題である

学校規模の適正化は一部の市区町村に
おいて検討課題である

都道府県として学校規模の適正化は

0% 

課題だと考えていない I 0% 

現時点では学校規模の適正化は大きな
課題だと考えていないが、近い将来、一部
の市区町村において検討課題となることを I0% 

想定している

20% 40% 60% 80% 

87% 

N=47〈全都道府県〉

I市区町村が学校規模の適正化を図る上での課題や懸念 I 

保護者や地域住民との合意形成

地域コミュニティの維持

地理的要因、交通事渭

分離、統合等に伴う予算の確保

検討の進め方、検討体制

首長部局との連携

統合後の学校の魅力づくり

都市開発等により今後の学齢
人口を推計するのが困難

0% 

• '̀ 

20% 40% 60% 80% 

． 
0.l•»ヽ ·

衿ム•

81% 

■よく当てはまる ■やや当てはまる あまり当てはまらない ■全く当てはまらない

, 【その他の例】

： ・廃校の跡地利用
， ・通学が遠距離となる児童生徒への対応 ，: N=47〈全都道府県〉
： ・児童生徒の心のケアや教員への負担増 ：

-2-

100% 

2% 

4% 

6% 



一
I市区町村の学校規模適正化の取組への支援 I 

特にしていない理由

特にしていない
6% --------------------------------------------------------------

！・学校の設置主体である市町村の判断を尊重して
！ いるため

！・支援体制の整備に係る財源の確保が困難である
： ため
し―-------------------------------------------------------------

要請に応じて支援している
74% 

N=47〈全都道府県〉

一
I市区町村への支援の具体的取組 I 

0% 

統合校の教職員定数減の緩和措直

激変緩和のための学習面•生活面の支援の観点からの人事面での措直

事務皇・調整業務の増に対する人事面での措直

指針や手引き等参考となる考え方の提示

管理職等の中核となる教員の任期の柔軟な取扱

スクールバス・ボートヘの補助

先行事例の収集・分析

統合計画の策定プロセスヘの指導・助言

通学対策事業への補助

各市区町村間での情報交換の場の設定

各種会議の場を活用した情報提供

校舎の新増築・改修事業への補助

学校の適正規模の基準の設定

統合後のカリキュラム開発支援

研究校の指定

激変緩和のためのスクールカウンセラーの配甦又は配置 0% 

域内市区町村の実態を臼としたモデ）噂シミュレーション 10% 

市区町村における学校規模適正化の検討に要する費用への補助 0% 

学校規模の適正化を専門に担当する組懺の設置 0% 

その他 7% 

20% 40% 

34% 

30% 

： 【その他の例】

！ ・必要な備品の購入

60% 

50% 

48% 

80% 

68% 

N=44 
〈3-(1)で「積極的に支援している」 「要請に応じて支援している」と回答した都道府県〉

※複数回答
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一
1謳贔畠認霜醤模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための取組へ I 

行っていない理由

行っている
89% 

--------------------------------------------------------------
・市町村の考えを尊重しているため ： 

・学校規模適正化に対する支援の方が市区町村力‘!
らの要望の声も大きく、優先順位が高いと考え！
るため

--------------------------------------------------------------

N=47〈全都道府県〉

一
I市区町村への支援の具体的取組 I 

0% 

免許外指導を解消する等、小規模校の
教職員配置の充実

小規模校における教育の充実のための
教職員研修の実施・充実

小規模校における教育の充実のための
資料、ガイドラインの作成

テレビ会議システムやオンライン会議
システム等を使った遠隔合同授業等の

実施に係るガイドラインの策定

その他

-4-

20% 40% 60% 80% 100% 

98% 

【その他の例】
・テレビ会議システム等を使った遠

， 隔合同授業等の実施
： ・市町村独自の先進的な取組に対し
！ て補助する事業を実施
： ・学校事務のセンター化
-------------------------------------

N=42 
〈4-(1)で「行っている」と回答した都道府県〉

※複数回答



一
I市区町村の過大規模校への対応に対する積極的な支援 I 

行っていない理由

行っていない
38% 

・市町村の判断を尊重しているため

・地域によって実情が異なるため

・支援体制の整備に係る財源の確保が困難である
ため

・学校規模適正化に対する支援の方が市区町村か
らの要望の声も大きく、優先順位が高いと考え
るため

N=47〈全都道府県〉

一
I市区町村への支援の具体的取組 I 

0% 

学校規模は見直さず、教頭の複数配置

など、過大規模校の教職員配置の充実

学校の分離新設に係る費用の補助

学校施設の増築に係る費用の補助

過大規模校における教育の充実のため
の教職員研修の実施・充実

10% 

過大規模校における教育の充実のため 10%

の資料、ガイドラインの作成

その他 一 7%
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20% 40% 60% 80% 100% 

97% 

N=29 
〈5-(1)で「行っている」と回答した都道府県〉

※複数回答



I学校規模の適正化等について国からの支援の要望 I 

教職員定数の加配措置による支援

施設整備への補助

スクールバス導入費用への補助

学校規模適正化について検討する際に参考と
なる資料の提供

統合が困難な小規模校等への支援の充実

優れた先行事例の収集・提供

統合の効果に関する分析

廃校施設の転用に関わる財産処分手続きの緩和

専門家の活用等による専門的な指導・助言

優れた先行事例の研究に係る経費の支出

その他

0% 20% 

-6-

40% 60% 80% 100% 

98% 

！ 【その他の例】
： ・施設整備関係補助の国庫負担金の基準見直し ！ 
： ・遠隔授業の充実のための財政措置の充実 ： 
-----------------------------------------------

N=47〈全都道府県〉
※複数回答
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I学校規模の現状 I 
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28.1% 

(5,361) 

1学級～5学級
■12学級～18学級
■31学級以上

9．磁

(1,713) 

■6学級～8学級
■19学級～24学級

(259) 

N=19,055〈小学校数〉
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中学校

21.9% 
(2,003) 

35.6% 

(3!260) ャ l

■1諏
■6学級～11学級
■25学級～30学級

1学級、 2学級
■12学級～18学級
■31学級以上

■3学級～5学級
■19学級～24学級 D

 N=9,157〈中学校数〉

義務教育学校

23.5% 

(35) 

■休校
■14学級～17学級
■37学級以上

36.2% 

国

1学級～8学級
■18学級～27学級

■9学級～13学級
■28学級～36学級

N=149〈義務教育学校数〉

※市区町村の教育委員会及び一部事務組合、広i痴里合が所管する学校

※特別支援学級、院内学級、児童自立支援施設内学校等を除く

一
I市区町村で独自に定めている学校規模等の基準 I 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

学級数

学校全体の児童生徒数

各学年の最低限の児童生徒数

定めていない

定めることを検討している

その他

78% 

N=l,752〈全市区町村〉
※複数回答
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一
1 市区町村で独自に定めている学校規模等の基準（学級数） I 

小学校 中学校

0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 

1学級以上 ・ ？％

l 

2学級以上

3学級以上

2学級以上 ● 4% 
3~18学級

6学級以上

6学級以上~ 8% 6~9学級

6~18学級

6~12学級 6~24学級

9学級以上

6~18学級 ■不°ム 9~12学級

12学級以上 一 7°ム
9~15学級

9~18学級 18% 

12-18学級 33% 
9~24学級

12~15学級

12~24学級 ?6% 12~18学級 22% 

12-24学級 ］ 13% 

その他 一 1c;% その他
」-、-

N=241 N=201 

〈8-(1)で「学級数」を選択し、小学校に 〈8-(1)で「学級数」を選択し、中学校に

ついて回答した市区町村〉 ついて回答した市区町村〉

一
I域内の学校の適正規模に関する認識 I 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

おおむね適正規模である

一部地域に過大規模の学校があるが、近い将来、
過大規模が解消される見込みである

一部地域に過大規模の学校がある
（上記に当てはまる場合以外）

一部地域に過小規模の学校があるが、
統合の対象となり得る学校がない

一部地域に過小規模の学校がある
（上記に当てはまる場合以外）

域内に過小規模の学校と過大規模の学校がある

全体として適正規模になっていない

おおむね適正規模であるが、近い将来、過小規模
又は過大規模の学校が生まれることが想定される

-9-

32% 

N=l,752〈全市区町村〉

6



一
|―部地域に過小規模の学校があるが、統合の対象となり得る学校がない理由 I

地理的要因や通学距離の関係により、

過小規模の学校統合が困難である

0% 

域内の学校数が、 1小学校、 1中学校である

（もしくは、 1義務教育学校である）

その他

10% 20% 30% 40% 50% 

46% 

【その他の例】
, •各地域の活性化に学校が大きな役割を果たし ！
： ているため
！ ・離島があるため
： ・過小規模状態を回復できる見込みがあるため ：

N=199 
〈9-(1)で「一部地域に過小規模の学校があるが、統合の対象となり得る学校がない」と回答した市区町村〉

一
I課題を認識している市区町村の課題解消に向けた検討状況 I 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

外部委員（例えば地域住民や保護者、学識経験者等）
を加えた検討組織において検討中

外部委員（例えば地域住民や保護者、学識経験者等）
を加えた検討組織の立ち上げを予定

庁内の検討組織（教育委員会・首長部局双方を含
む）において検討中

庁内に検討組織（教育委員会・首長部局双方を含
む）の立ち上げを予定

教育委員会の検討組織において検討中

教育委員会内に検討組織の立ち上げを予定

検討組織は立ち上げていないが、課題の解消に向けて
担当部局内で検討（今後の人口推計、地域住民や保護
者の意向などのデータや情報の収集・分析、方針の検

討等）を行っている

検討は既に（過去10年以内）終了し、方針・
計画が策定されている

課題はあるが現時点で検討の予定は
立っていない

32% 

N=l,345 
〈9-(1)で「おおむね適正規模である」 「一部地域に過大規模の学校があるが、近い将来、

過大規模が解消される見込みである」と回答した市区町村を除いた数〉
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9-(1)

84%
79%
82%

89%
86%

81%
76%

81%
98%

86%
75%

93%
88%

81%
95%

84%
92%

83%
56%

80%
87%

77%
84%

75%
88%

82%
78%

93%
91%

84%
88%

60%
88%

96%
85%

76%
95%

80%
90%

76%
93%

67%
84%

74% 100%

91%
83%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=1,345

／ 
課題を認識しており、課題の解決に向けた検討に着手（予定も含む）してい

喜暑益贔誓闊？ゞ完了し方針・計画が策定されていると回答した自治体の | 

国

道

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

都

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

府

府

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

全

海

森

手

城

田

形

島

城

木

馬

玉

葉

京

川

潟

山

川

井

梨

野

阜

岡

知

重

賀

都

阪

庫

良

山

取

根

山

島

口

島

11
媛

知

岡

賀

崎

本

分

崎

島

縄

福

佐

長

熊

大

宮

児

沖

北

青

岩

宮

秋

山

福

茨

栃

群

埼

千

東

奈

新

富

石

福

山

長

岐

静

愛

三

滋

京

大

兵

奈

歌

鳥

島

岡

広

山

徳

香

愛

高

神

和

鹿

〈 で「おおむね適正規模である」 「一部地域に過大規模の学校があるが、近い将来、

過大規模が解消される見込みである」と回答した市区町村を除く〉
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一
I学校規模の適正化を図る上での課題や懸念 I 

0% 

保護者や地域住民との合意形成

地域コミュニティの維持

地理的要因、交通事情

検討の進め方、検討体制

分離、統合等に伴う予算の確保

統合後の学校の魅力づくり

首長部局との連携

都市開発等により今後の学齢
人口を推計するのが困難 10% 

20% 40% 

89% 

60% 

60% 

52% 

54% 

30% 

35% 

22% 

60% 80% 100% 

鴎 2%1%

33% D%1% 

32% 

40% 

33% 0% 3~0 

46% II. o,。

39% II. o,。

aQ9。 00 

■よく当てはまる ■やや当てはまる あまり当てはまらない■全く当てはまらない

N=l,345 
〈9-(1)で「おおむね適正規模である」 「一部地域に過大規模の学校があるが、近い将来、

過大規模が解消される見込みである」と回答した市区町村を除いた数〉

一
I新学習指導要領実施に当たっての課題 I 

0過大規模の学校がある場合、新学習指導要領を実施するに当たって、課題と思われることがあれば具体的に
教えてください。
""""""""""""""""" 

主な内容
・個に応じた細やかな指導が困難
・学校行事での一人一人が活躍できる場を提供することが困難
・全校または学年全体での共通理解のもと、学習指導を行うことが困難
・児童生徒一人ひとりの把握、学年内や異学年での交流の実施が困難
・グループワークや集団による討論等の実施が困難
・少人数指導、習熟度別指導、体験的な学び等を充実させるための教材、教具、場所等の確保が困難

N=88 
※自由記述

0過小規模の学校がある場合、新学習指導要領を実施するに当たって、課題と思われることがあれば具体的に
教えてください。

主な内容
・多様な価値観や考えに触れながら考えを広げ深める対話的な学習、集団として合意形成する協働的な学習の

不足
・合唱、合奏、グループ学習、体育的、文化的行事など、集団活動における制約

・人間関係の固定化によるコミュニケーション体験の不足、競争心や向上心の育成が困難
・ヘき地にある場合、地域連携や体験学習を行うことが困難
・クラブ活動や部活動の種類の制約
•免許外教科担当教員の増加、同じ学年や同じ教科を受け持つ教師間での連携、新教科等への対応等に関する
教師間での相談の不足

-12-

N=378 
※自由記述



I域内における小規模校の有無 I 

N=l,752〈全市区町村〉
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一
I小規模校のメリットを最大化させる取組 I 

0% 

積極的に取り組んでいる

取り組んでいる

検討中である

特段の取組を行っていない

20% 40% 60% 

56% 

N=l,479 
〈10で「小規模校がある」と回答した市区町村〉

一
I小規模校のメリットを最大化させる具体的取組 I 

地域と連携して地域人材、地域資源を活用した
地域学習を実施する

0% 

個別指導や補習、繰り返し指導の継続的な実施等による、
きめ細かな指導を徹底する

児童生徒用PCやデジタル教材といったICTを
有効に活用する

意図的に全員に発表の機会を創出したり、
様々な役割を経験させたりする

教材・教具が一人一人に行きわたることを
生かして効果的な教育活動を実施する

体験的な学習、校外学習を機動的かつ頻繁に実施する

保護者や地域と連携して効果的な生徒指導・
進路指導を実施する

プレゼンテーションや外固語の発音•発表の指導、
実技指導等におけるきめ細かな指導を実施する

教育課程特例を導入し、特色ある取組を実施している

短期留学やホームステイ等の機会を設ける

その他

20% 40% 60% 80% 100% 

84% 

【その他の例】
• ALTを活用した国際理解
教育の推進

・地域的と連携した体験活
動の充実

・異学年交流の推進
・縦割り活動の充実
・小中連携の推進
・保小中一貫教育の推進
・空き教室の有効活用や
放課後の補充学習

N=l,279 
〈11-(1)で「積極的に取り組んでいる」 「取り組んでいる」と回答した市区町村〉

※複数回答

-14-



一
I小規模校のデメリットを最小化させる取組 I 

0% 10% 20% 

積極的に取り組んでいる

取り組んでいる

検討中である

特段の取組を行っていない

30% 40% 50% 60% 

58% 

N=l,479 
〈10で「小規模校がある」と回答した市区町村〉

一
I小規模校のデメリットを最小化させる具体的取組 I 

異学年集団での共同学習や体験学習を計画的に実施する

地域人材の活用を促進し、社会性育成に資するよう
コミュニティスクールや学校支援地域本部を設薩する

テレビ会議システムやオンラインシステム等を活用し、
学校間で遠隔合同授業等の合同の教育活動や教員研修を実施する

スクールバスを活用するなどして計画的に周辺の学校を訪問し、合同授業や合同行事
を行ラ

小・中学校間の教育活動を年間を通して実施する

学校間で兼務発令を行い、教科免許保有者による指導を担保する

小規模校同士で合同の教職員研修を実施する

追加的な人的指置により複式学級を解消する

小中一貫教育を導入し｀行事等で一定の集団規模を確保する

各種の検定やコンクー）レヘの参加を推奨することにより、
切礎琢磨する環境を整える

小規模特認校を導入している

学校間で教材・教具・施設・設備などを共同利用する

幼稚固、保育所、児童福祉施設、社会福祉施設等と複合化
することにより異年齢交流の機会を恵図的に整える

山村留学・離島留学等の受け入れにより、
多様な交流機会を創出する

社会教育で相当呈のプログラムを計画的に実施する

複式学級を有する学校間で教科等の専門性を生かした
教員の巡回指導システムを導入する

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

76% 

小学規模特認校を導入している学校数

校数

23% 

19% ..... 

小学校

中学校

義務教育学校

【その他の例】
・中学校区による合同行事
・保小中一貫教育を実施
・複式学級数に応じ、町雇用講師を配匿
・小規模校合同の修学旅行
・小学校とコミュニテイセンターの複合化による、
地域とともにある学校づくりと学校を核とし
た地域づくりの好循環化

N=l,183 
〈12-(1)で「積極的に取り組んでいる」 「取り組んでいる」と回答した市区町村〉

※複数回答
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一
域内における過大規模校の有無 I 

N=l,752〈全市区町村〉

一
過大規模校への対応 I 

0% 20% 40% 60% 

学校施設を増築した 42% 

学校規模は見直さず、教職員の配置を見直した

通学区域を見直した

過大規模校を分離新設した

その他

【その他の例】
・指定校の変更を認める
要件を限定

・オープンスペースを普
通教室に改修

・空き教室を普通教室へ
と転用

•特定地域に住む者が近
隣校に進学・転学で
きる「特定地域隣接
校選択制度」の導入

N=244 
〈13-(1)で「過大規模校がある」と回答した市区町村〉
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I二地域居住・ワーケーションヘの対応 I 

0% 20% 

取組を行っている ■3%

検討中である ■2%

特に取組を行っていない

-17-

40% 60% 80% 100% 

【取組例】

・劇団関係者の受入れ
•海外の学校に就学している児童が、一時帰国で日
本にいる場合、就学を受入れ

・ニ地域居住等にかかわらず、居住実態に基づき受
入れ
•市外の親の住所地に住民登録している児童生徒で、
生活拠点が市内の親戚の住所地にあり、双方の
住所地を行き来している児童生徒の受入れ
•島外からの一時的滞在者に対しての体験入学や受
入れ

・冬季間だけ就労のため拠点を移した場合の受入れ
・スキー産業の地域性から季節流入する児童生徒の
受入れ

・保護者が店舗を営んでおり、住民票のある自宅の
校区では、児童を養育することが不可能である
ため、店舗のある校区で受入れ

・里帰り出産関係児童生徒の受入れ

94% 

N=l,752〈全市区町村〉



I学校規模の適正化等について国からの支援の要望 I 

教職員定数の加配措置による支援

施設整備への補助

スクールバス導入費用への補助

学校規模適正化について検討する際に
参考となる資料の提供

優れた先行事例の収集・提供

統合が困難な小規模校等への支援の充実

廃校施設の転用に関わる財産処分手続きの緩和

統合の効果に関する分析

専門家の活用等による専門的な指導・助言

優れた先行事例の研究に係る経費の支出

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

86% 

----------------------------------
【その他の例】
・廃校後の施設解体に要する費用の：
補助

・複式学級の基準緩和
・「国としての単一規範」の設定
・ICT環境（リモート授業）を整備
するための補助

・遠距離通学費（小学校4km以
上、中学校6km以上）への補助，

・通学対策事業への補助 ： 
・地域の実態を踏まえた、適正な学！
校規模の考え方の提示 ： •---------------------------------

N=l,752〈全市区町村〉
※複数回答

一
学校規模の適正化について都道府県からの支援の要望 I 

0% 

校舎の新増築・改修事業への補助

スクールバス・ポートヘの補助

事務皇・調整業務の増に対する人事面での措薩

激変緩和のための学習面・生活面の支援の観点からの人事面での措薩

通学対策事業への補助

統合校の教職員定数減の緩和措置

指針や手引き等参考となる考え方の提示

先行事例の収集・分析

市区町村における学校規模適正化の検討に要する費用への補助

学校の適正規模の基準の設定

激変緩和のためのスクールカウンセラーの派造又は配薩

管理職等の中核となる教員の任期の柔軟な取扱

統合計画の策定プロセスヘの指潟助言

域内市区町村の実態を参考としたモデル統合シミュレーション

各種会議の場を活用した情報提供

各市区町村間での情報交換の場の設定

統合後のカリキュラム開発支援

学校規模の適正化を専門に担当する組瘤の設匿

研究校の指定

その他

20% 40% 60% 80% 100% 

60% 

60% 

57% 

56% 

55% 

51% 

44% 

41% 

37% 

37% 

77% 

30% 

28% 

21% 

20% 

19% 

-18-

N=l,752〈全市区町村〉
※複数回答



一
I小規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための都道府 I 
県からの支援の要望

免許外指導を解消する等、
小規模校の教職員配置の充実

小規模校における教育の充実のための
教職員研修の実施・充実

小規模校における教育の充実のための
資料、ガイドラインの作成

テレビ会議システムやオンライン会議
システム等を使った遠隔合同授業等の

実施に係るガイドラインの策定

その他

0% 20% 40% 60% 80% 

73% 

： 【その他の例】

： ・テレビ会議システムやオンライン会議システム等の設備支援 ！
2%: •合同授業や合同行事のためのスクールバス等移動手段に対す ：

： る補助
： ・近隣校との集合学習、遠隔地への体験交流学習などの補助 ： 
-------------------------------------------------------------

N=l,752〈全市区町村〉
※複数回答

一
I大規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための都道府 I 
県からの支援の要望

学校施設の増築に係る費用の補助

学校規模は見直さず、教頭の複数配置など、
過大規模校の教職員配置の充実

大規模校における教育の充実のための教職員
研修の実施・充実

大規模校における教育の充実のための資料、
ガイドラインの作成

学校の分離新設に係る費用の補助

その他

0% 20% 

-19-

40% 60% 80% 

50% 

：【その他の例】
： ・規模に応じた学級定員の見直し（少人 ： 
！ 数指導）
： ・学校の分離等に関する指導助言 ： 
： ・通学区域の見直しにかかる先進事例な ： 
！ どの情報提供
---------------------------------------

N=l,752〈全市区町村〉
※複数回答



-20-



( 3統合事例調査過去年間）
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I平成31（令和元）年度令和2年度及び令和3年度における統合事例の有無 I

統合事例はない

83% 

N=l,752〈全市区町村〉

I統合して開校した年度 I 

゜
20 40 60 80 100 120 140 160 180 （件）

平成31（令

和元）年度

令和2年度

令和3年度

111 

168 

152 

その他 ］ 6 

N=437〈過去3年間の統合実施件数〉
※その他は、平成31（令和元）年度、令和2年度及び令和3年度の複数年度に渡って計画的に統合した事例
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統合の基本的な形態 I 

゜
50 100 150 200 250 300 （イ牛）

小学校同士の統合

中学校同士の統合

小学校と中学校を統合して義務教育学校を設置

273 

94 

51 

施設一体型の小中一貫校（義務教育学校を除
く。）の整備を含む小学校同士、

又は中学校同士の統合

義務教育学校と小学校又は中学校の統合 10

16 

その他 II 3 

N=437〈過去3年間の統合実施件数〉

I統合の形態 I 

小学校同士の統合

0 50 100150 200 250 (f牛）

中学校同士の統合

0 50 100150200250 （イ牛）

義務教育学校を設置する

ための小中学校の統合

0 50 100150 200 250 (f牛）

2校を1校に統合

3校を1校に統合 39 

1216 2校を1校に統合

3校を1校に統合 I 7 

80 2校を1校に統合 I I 31 

3校を2校に統合 2 

4校を1校に統合 ] 15 

4校を2校に統合 4 

5校を1校に統合 4 

6校を1校に統合 2 

7校を1校に統合 1 

その他 3 

3校を1校に統合 II 8 

4校を1校に統合 13 
4校を1校に統合 II 8 

4校を2校に統合 12 

5校を1校に統合 11 

4校を3校に統合 11 

6校を1校に統合 12 

5校を1校に統合 11 

その他 13 
その他 14 

N=286〈過去3年間の統合実施件数〉 N=98〈過去3年間の統合実施件数〉 N=53〈過去3年間の統合実施件数〉
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一
1 統合前後の学校における学級数（統合前） I 

小学校同士で統合した小学校 中学校同士で統合した中学校 義務教育学校を設置する
ために統合した小中学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

0学級 1% 0学級 1% 0学級 I 1% 

1~2学級 7% 1~2学級 12% 1~2学級 18% 

3~4学級 29% 3~4学級 46% 3~4学級 143% 

5~6学級 40% 5~6学級 18% 5~6学級 134% 

7~8学級 6% 7~8学級 5% 7~8学級 114% 

9~11学級 6% 9~11学級 10% 9~11学級 I I 5% 

12~18学級 11% 12~18学級 7% 12~18学級 I I 5% 

19~24学級 1% 19~24学級 0% 19~24学級 I 1% 

25~30学級 1％未満 25~30学級 0% 25~30学級 I 0% 

31学級以上 0% 31学級以上 0% 31学級以上 」0%

N=681 〈統合前の小学校数〉 N=224 〈統合前の中学校数〉 N=150 〈統合前の学校数〉

一
1 統合前後の学校における学級数（統合後） I 

小学校同士を統合した小学校 中学校同士を統合した中学校 小中学校を統合した義務
教育学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

0学級 0% 0学級 0% 0学級 I 0% 

1~2学級 0% 1~2学級 1% 1~2学級 I 0% 

3~4学級 3% 3~4学級 11% 3~4学級 114% 

5~6学級 32% 5~6学級 22% 5~6学級 I 17% 

7~8学級 10% 7~8学級 11% 7~8学級 19% 

9~11学級 13% 9~11学級 27% 9~11学級 142% 

12~18学級 37% 12~18学級 25% 12~18学級 113% 

19~24学級 5% 19~24学級 2% 19~24学級 116% 

25~30学級 0% 25~30学級 0% 25~30学級 I I 8% 

31学級以上 0% 31学級以上 0% 
31学級以上

N=295〈統合後の小学校数〉 N=104〈統合後の中学校数〉 N=55〈統合後の義務教育学校数〉
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一
統合前後の学校における特別支援学級数（統合前） I 

小学校同士で統合した小学校 中学校同士で統合した中学校 義務教育学校を設置する
ために統合した小中学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

0学級 28% 0学級 28% 0学級 I 36% 

1学級 25% 1学級 23% 1学級 I 18% 

2学級 31% 2学級 33% 2学級 I 35% 

3学級 8% 3学級 9% 3学級 _J9% 

4学級 II 4% 4学級 3% 4学級 1% 

5学級 II 2% 5学級 1% 5学級 0% 

6学級 II 1% 6学級 1% 6学級 1% 

7学級 I 1％未満 7学級 0% 7学級 0% 

8学級 I 0% 8学級 0% 8学級 0% 

9学級以上 11％未満 9学級以上 1％未満 9学級以上 0% 

N=681 〈統合前の小学校数〉 N=224 〈統合前の中学校数〉 N=lSO 〈統合前の学校数〉

一
1 統合前後の学校における特別支援学級数（統合後） I 

小学校同士を統合した小学校 中学校同士を統合した中学校
小中学校を統合した義務
教育学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

0学級 17% 0学級 2% 0学級 I 21% 

1学級 | 8% 1学級 14% 1学級 114% 

2学級 138% 2学級 41% 2学級 I 21% 

3学級 I 21% 3学級 23% 3学級 18% 

4学級 I 10% 4学級 8% 4学級 I 19% 

5学級 19% 5学級 3% 5学級 I I 6% 

6学級 113% 6学級 3% 6学級 19% 

7学級 II 1% 7学級 1% 7学級 I 11% 

8学級 II 1% 8学級 1% 8学級 112% 

9学級以上 II 2% 9学級以上 4% 9学級以上 」0%

N=295〈統合後の小学校数〉 N=l04〈統合後の中学校数〉 N=55〈統合後の義務教育学校数〉
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一
統合前後の学校における児童生徒数（統合前） I 

小学校同士で統合した小学校 中学校同士で統合した中学校
義務教育学校を設置する
ために統合した小中学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

0-14人 12% 0~14人 13% 0~ 1 4人 I 16% 

15-29人 15% 15~29人 14% 15-29人 I 18% 

30~44人 13% 30~44人 30~44人 I 11% 

45~59人 45~59人 19% 45~59人 I 11% 

60-89人 13% 60-89人 II 6% 60~89人 I 11% 

90-119人 90~ 119人 90-119人

120-179人 120~179人 I 12% 

180-239人 180-239人 180-239人

240-359人 240-359人 240-359人

360~479人 360-479人 360-479人 1% 

480人以上 1% 480人以上 480人以上 1% 

N=681 〈統合前の小学校数〉 N=224 〈統合前の中学校数〉 N=lSO 〈統合前の学校数〉

一
1 統合前後の学校における児童生徒数（統合後） I 

小学校同士を統合した小学校 中学校同士を統合した中学校
小中学校を統合した義務
教育学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

0~14人 i況 0-14人 h蕊 0-14人

15~29人 I1% 15~29人 10% 15-29人

30~44人 I0% 30-44人 II3% 30-44人

45~59人 I1% 45~59人 111% 45-59人

60~89人 60~8,9人 112% 60-89人

90~ 119人 90-119人 113% 90-119人

120-179人 11% 
120~ 1 79人 17% 120-179人

180-239人 11% 
180-239人 I 13% 180-239人

240-359人 17% 
240-359人 I 17% 240-359人

360-479人 36% 
360-479人 I 40% 360-479人 I 25% 

480人以上 I l ROム 480人以上 I 10% 480人以上 I 16% 

N=295〈統合後の小学校数〉 N=104〈統合後の中学校数〉 N=SS〈統合後の義務教育学校数〉
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I統合に伴う通学手段の変化 I 

統合前後の通学手段 設定されているスクールバス路線数

統合前 統合後 差 0% 10% 20% 30% 

徒歩 424 374 ▲ 50 
1コース J 26% 

自転車 128 106 ▲ 22 ． 
2コース 125% 

スクールバス 156 l 325 169 
3コース I 16% 

スクールボート 1 

゜
▲ 1 

4コース I 11% 

路線バス 59 74 15 
5コース 18% 

借り上げタクシー 23 32 ， 6コース

その他 33 40 7 
7コース

※複数回答
8コース

9コース

10コース

11コース

12コース

13コース

14コース |0%

15コース 0% 

その他 0.3% 

N=325〈統合後にスクールバスを使用する事例数〉

一
I統合後の通学時間が最も長い児童の通学時間及び距離（小学校） I 

通学時間 通学距離
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

10分未満 h ?％ 9 

2km未満 仁 竺

10~20分未満 18% 2~4km未満 I 16% 

20~30分未満 I 29% 4~6km未満

30~40分未満 131% 6~8km未満

40~50分未満 l 19% 8~10km未満

10~12km未満

60~70分未満 12~14km未満

70~80分未満 14-16km未満

80~90分未満 16~18km未満

90~100分這 10% 18~20km未満

100分以上 0.4% 20km以上 」_j8%

N=295〈統合後の小学校数〉

-27 -



― I統合後の通学時間が最も長い生徒の通学時間及び距離（中学校） I 

通学時間 通学距離
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

10分未満 2% 2km料［圧
10~20分未満 4% 2~4km未満

20~30分未満 17% 4~6km未満

30~40分未満 38% 6~8km未満

40~50分未満 22% 8~10km未満

50~60分未満 9% 10~12km未満

60~70分未満 12~14km臼~ 13%

70~80分未満 0% 14~16km未満 12% 

80~90分未満 0% 16~18km未満

90~100分未満 0% 18~20km未満

100分以上 2% 20km以上 114% 

N=104 〈統合後の中学校数〉

一
統合後の通学時間が最も長い児童生徒の通学時間及び距離 I 

（義務教育学校）

通学時間 通学距離
0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 

t 
10分未満

10~20分未満 9% 

2km未満 ］ I 17% 

2~4km未満

20~30分未満 23% 4~6km未満

30~40分未満 32% 6~8km未満

40~50分未満 19% 8~10km未満

50~60分未満 10~12km未満

60~70分未満 12~14km未満

70~80分未満 14~16km未満

80~90分未満 16~18km未満

90~100分未満 18~20km未満

100分以上 20km以上
トー 一9 -

N=SS 〈統合後の義務教育学校数〉

-28-



I統合後の学校の設置場所 I 

統合前の学校のうちの一つの敷地

（敷地の拡張含む）

上記以外の別敷地

0% 

I 

20% 

10% 

40% 60% 80% 100% 

90% 

N=454 〈統合後の学校数〉

I統合に伴い実施した施設整備の状況 I 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

新増築 16% 

改修 22% 

改修＋増築 10% 

特になし 52% 

N=454 〈統合後の学校数〉
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I篇喜誓畠五翌麿喜用を要したもの、統合前後を比較して大幅に費 I 

件数
平均金額

内容
（万円）

校舎（グラウンド、プール等含む）新設、増築、改修、解体等 207 110,505 

スクールバス導入、運行、維持管理
106 2,915 

水道・光熱、管理費等
99 ▲ 351 

施設管理費、人件費等 41 ▲ 498 

制服、備品の導入等
30 453 

通学路整備、通学補助等通学に関する経費
16 654 

駐車場整備等 6 1,644 

記念誌、記念事業
15 197 

統合準備、移転整備 19 175 

その他 8 ▲ 3,507 

一
統合前後における教職員の人数の変動 I 

小学校 2校の統合 ※統合後の学校数216校
9----------------------------------------------------------------------------------------̀`‘‘ 

！ ■＇リ税合前の学校の教職員数の合計の平均 ‘‘ 
（統合後の学校 1校当たり）

■職種別による教職員数の内訳

饂 瞬

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 1.9 1.1 

副校長 0.2 0.2 

教頭 1.8 1.1 

36.6 主幹教諭 0.5 0.4 
29.3 

指導教諭 0.1 0.1 

教諭 20.1 17.5 

、-- I 

単位（人） ！ 

｀ 

養護教諭 1.8 1.1 

栄養教諭 0.4 0.4 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 3.3 2.7 

助教諭 0.1 0.1 

義務教育費国庫負担の対象 31.4 25.3 養護助教諭 0.2 0.1 

義務教育費国庫負担の対象でない 5.2 4.0 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.2 0.1 
常勤職員 32.4 25.8 

事務職員 2.2 1.4 
非常勤職員 4.2 3.4 その他 3.8 3.0 
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一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

小学校 3校の統合 ※統合後の学校数39校
9---------------------------------------------------------------------------------------

―̀‘ 
■職種別による教職員数の内訳

！ ■‘̀l 統合前の学校の教職員数の合計の平均

（統合後の学校 1校当たり） 筐 軍

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 3.1 1.1 

副校長 0.1 0.2 

48.9 教頭 3.2 1.2 

主幹教諭 0.3 0.2 
30.9 

指導教諭 0.2 0.2 

教諭 25.3 18.8 

、、 - - 単位（人） ） 
-----------------------------------------------------------------------------------------9‘‘ 

養護教諭 2.8 1.3 

栄養教諭 0.5 0.3 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 4.5 2.7 

助教諭 0.1 0.0 

義務教育費国庫負担の対象 37.7 23.9 養護助教諭 0.3 0.1 

義務教育費国庫負担の対象でない 11.2 7.0 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.1 0.3 
常勤職員 44.2 27.8 

事務職員 3.2 1.5 
非常勤職員 4.7 3.1 その他 5.3 3.0 

一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

小学校 4校以上の統合 ※統合後の学校数22校
9---------------------------------------------------------------------------------------

―̀̀ 税合前の学校の教職員数の合計の平均
！ ■＇リ

（統合後の学校 1校当たり）

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均

91.6 

55.1 

＼ 

¥ - - 単位（人） ） 
‘ ‘- -9 
｀ 
■雇用形態等による教職員数の内訳

義務教育費国庫負担の対象 81.0 49.3 

義務教育費国庫負担の対象でない 10.6 5.8 

常勤職員 82.2 47.7 

非常勤職員 9.4 7.5 

-31 -

■職種別による教職員数の内訳

饂 瞬
校長 5.5 1.8 

副校長 0.3 0.2 

教頭 5.4 1.8 

主幹教諭 0.1 0.4 

指導教諭 0.0 0.0 

教諭 48.5 34.5 

養護教諭 5.9 2.0 

栄養教諭 0.6 0.5 

講師 9.4 5.3 

助教諭 0.1 0.0 

養護助教諭 0.7 0.1 

寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.5 0.4 

事務職員 5.6 2.0 

その他 8.9 6.0 



一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

中学校 2校の統合 ※統合後の学校数80校
9---------------------------------------------------------------------------------------

―̀‘ 
■職種別による教職員数の内訳

!’ ■統合前の学校の教職員数の合計の平均 ‘ 

（統合後の学校 1校当たり） 筐 軍

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 1.7 0.9 

副校長 0.2 0.1 

教頭 1.7 1.0 

36.4 主幹教諭 0.6 0.5 

26.3 指導教諭 0.1 0.0 

教諭 21.8 17.6 

養護教諭 1.7 0.9 
、、 - - 単位（人） i 

-----------------------------------------------------------------------------------------’ 栄養教諭 0.4 0.3 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 4.3 2.2 

助教諭 0.0 0.0 

義務教育費国庫負担の対象 33.4 24.2 養護助教諭 0.2 0.1 

義務教育費国庫負担の対象でない 3.1 2.2 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.1 0.1 
常勤職員 32.8 24.4 

事務職員 1.9 1.1 

非常勤職員 3.7 2.0 その他 2.0 1.5 

一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

中学校 3校の統合 ※統合後の学校数7校
9---------------------------------------------------------------------------------------

―̀`‘‘ ！・ 統合前の学校の教職員数の合計の平均 ‘‘ 
（統合後の学校 1校当たり）

■職種別による教職員数の内訳

饂 瞬

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 2.0 0.7 

副校長 0.0 0.0 

教頭 2.0 0.9 

34.0 主幹教諭 0.1 0.1 

指導教諭 0.0 0.0 
19.3 

教諭 20.7 13.1 

養護教諭
、 - - 単位（人） ； 

1.9 0.7 

｀ 
栄養教諭 0.0 0.0 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 3.4 2.1 

助教諭 0.0 0.0 

義務教育費国庫負担の対象 30.0 17.0 養護助教諭 0.1 0.0 

義務教育費国庫負担の対象でない 4.0 2.3 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.0 0.0 
常勤職員 31.3 18.0 

事務職員 1.9 0.6 

非常勤職員 2.7 1.3 その他 1.9 1.0 
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一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

中学校 4校以上の統合 ※統合後の学校数5校
9---------------------------------------------------------------------------------------

―̀‘ 
■職種別による教職員数の内訳

！ ■‘̀l 統合前の学校の教職員数の合計の平均

（統合後の学校 1校当たり） 筐 軍

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 3.0 1.4 

副校長 0.8 0.2 
53.8 教頭 2.0 1.2 

36.0 
主幹教諭 0.8 0.8 

指導教諭 0.0 0.0 

教諭 33.4 26.0 

、、 - - 単位（人） ） 
‘‘` ’  -----------------------------------------------------------------------------------------9‘‘ 

養護教諭 2.6 1.2 

栄養教諭 0.0 0.0 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 7.2 3.0 

助教諭 0.0 0.0 

義務教育費国庫負担の対象 51.8 33.4 養護助教諭 0.6 0.2 

義務教育費国庫負担の対象でない 2.0 2.6 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.0 0.2 
常勤職員 48.2 32.4 

事務職員 3.4 1.8 
非常勤職員 5.6 3.6 その他 0.0 0.0 

一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

義務教育学校小 1中1の統合 ※統合後の学校数31校
9---------------------------------------------------------------------------------------

―̀`‘‘ ！・ 統合前の学校の教職員数の合計の平均 ‘‘ 
（統合後の学校 1校当たり）

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均

25.6 

25.1 

、 - - 単位（人） ； 
-9‘ 

｀ 
■雇用形態等による教職員数の内訳

義務教育費国庫負担の対象 21.1 21.3 

義務教育費国庫負担の対象でない 4.6 3.8 

常勤職員 21.9 21.9 

非常勤職員 3.7 3.2 
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■職種別による教職員数の内訳

饂 瞬
校長 1.4 0.7 

副校長 0.1 0.2 

教頭 1.4 1.4 

主幹教諭 0.3 0.6 

指導教諭 0.0 0.0 

教諭 13.6 13.7 

養護教諭 1.3 1.2 

栄養教諭 0.3 0.3 

講師 3.7 3.6 

助教諭 0.0 0.0 

養護助教諭 0.2 0.1 

寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.2 0.2 

事務職員 1.6 1.6 

その他 1.7 1.3 



一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

義務教育学校小2中1の統合 ※統合後の学校数8校
9---------------------------------------------------------------------------------------

―̀‘ 
■職種別による教職員数の内訳

!’ ■統合前の学校の教職員数の合計の平均 ‘ 

（統合後の学校 1校当たり） 筐 軍

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 2.6 0.9 

58.5 
副校長 0.0 0.3 

48.4 
教頭 2.6 2.0 

主幹教諭 1.0 0.9 

指導教諭 0.1 0.0 

教諭 32.5 29.4 

養護教諭 2.1 1.4 
- - 単位（人）

‘‘ ‘‘ -----------------------------------------------------------------------------------------’ 栄養教諭 0.4 0.4 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 5.6 5.0 

助教諭 0.4 0.0 

義務教育費国庫負担の対象 50.5 42.1 養護助教諭 0.5 0.4 

義務教育費国庫負担の対象でない 8.0 6.3 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.0 0.0 
常勤職員 52.4 43.5 

事務職員 3.3 1.9 

非常勤職員 6.1 4.9 その他 7.4 6.0 

一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

義務教育学校小3中1の統合 ※統合後の学校数5校

9---------------------------------------------------------------------------------------
―̀`‘‘ ！・ 統合前の学校の教職員数の合計の平均 ‘‘ 

（統合後の学校 1校当たり）

■職種別による教職員数の内訳

饂 瞬

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 3.6 1.0 

59.4 
副校長 0.0 0.6 

教頭 4.0 1.4 

39.8 主幹教諭 1.0 0.8 

指導教諭 0.8 0.4 

教諭 24.6 21.0 

養護教諭
、 - - 単位（人） ； 

2.6 1.6 

｀ 
栄養教諭 0.8 0.4 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 4.6 3.2 

助教諭 0.0 0.0 

義務教育費国庫負担の対象 38.4 26.4 養護助教諭 0.6 0.2 

義務教育費国庫負担の対象でない 21.0 13.4 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.2 0.0 
常勤職員 48.0 33.0 

事務職員 3.2 2.0 

非常勤職員 11.4 6.8 その他 13.4 7.2 

-34-



一
I統合前後における教職員の人数の変動 I 

義務教育学校小2中2の統合 ※統合後の学校数3校

9---------------------------------------------------------------------------------------
―̀‘ 

■職種別による教職員数の内訳
！ ■‘̀l 統合前の学校の教職員数の合計の平均

（統合後の学校 1校当たり） 筐 軍

■統合後の学校 1校当たりの教職員数の平均 校長 3.0 1.0 

副校長 1.0 0.7 

43.0 
教頭 2.7 1.3 

主幹教諭 1.7 1.0 

27.3 指導教諭 0.0 0.0 

教諭 22.0 15.0 

、-- 9 

単位（人） i 

-----------------------------------------------------------------------------------------9‘‘ 

養護教諭 3.0 1.7 

栄養教諭 0.3 0.3 

■雇用形態等による教職員数の内訳 講師 2.0 1.7 

助教諭 0.0 0.0 

義務教育費国庫負担の対象 40.7 26.0 養護助教諭 0.0 0.0 

義務教育費国庫負担の対象でない 2.3 1.3 
寄宿舎指導員 0.0 0.0 

学校栄養職員 0.0 0.0 
常勤職員 36.3 22.7 

事務職員 2.7 1.7 

非常勤職員 6.7 4.7 その他 4.7 3.0 
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